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シンクタンク研究員による

Vol.04

教育、結婚・子育て、住宅取得等資金の
贈与税非課税制度を理解する

住宅取得等資金の
非課税制度

教育資金の
一括贈与非課税制度

結婚・子育て資金の
一括贈与非課税制度

使途 住宅取得等資金
教育資金

（本人の出生～30歳まで）
結婚・子育て資金

（子の小学校就学前まで）

贈与者 受贈者の直系尊属

受贈者
20歳以上の直系卑属
（所得制限あり）

30歳未満の直系卑属
（所得制限なし）

20歳以上50歳未満の
直系卑属

（所得制限なし）

贈与できる期間 平成31年６月30日まで 平成31年３月31日まで

非課税が適用される
贈与の上限金額

時期・住宅の
種類等により異なる
（最大3,000万円）

1,500万円 1,000万円

贈与の方法 専用口座は特にない 贈与された資金を金融機関の専用口座で管理する

資金使途の
確認方法

贈与税の申告書等を
期日内に税務署に
提出する

領収書等を期日内に
金融機関に提出する

贈与された資金を
使用できる期間

贈与された年の
翌年の３月15日まで

受贈者が
30歳に達するまで

（残額は贈与税課税）

受贈者が
50歳に達するまで
（残額は贈与税課税）

贈与後に贈与者が
死亡した場合

相続財産に持ち戻さない
残額につき

相続財産に持ち戻す

（出所）法令をもとに大和総研作成

図表１　３種類の贈与税非課税制度の概要

教育費 生活費 住宅取得等資金

必要なときの
贈与

原則非課税 原則非課税

原則課税

→「住宅取得等資金の非課
税制度」を用いれば非
課税

前もっての
贈与

原則課税

→「教育資金の一括贈与
非課税制度」を用いれ
ば非課税

原則課税

→「結婚・子育て資金の一
括贈与非課税制度」を
用いれば非課税

原則課税

→「住宅取得等資金の非課
税制度」では前もって
の贈与は不可

（出所）法令をもとに大和総研作成

図表２　「必要なときの贈与」と「前もっての贈与」

年
４
月
か
ら
、
結
婚
・
子
育

て
資
金
の
一
括
贈
与
非
課
税

制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

直
系
尊
属
か
ら
直
系
卑
属
へ
の
贈
与

の
際
に
使
え
る
贈
与
税
非
課
税
制
度

は
、
住
宅
取
得
等
資
金
の
非
課
税
制

度
、
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
非
課
税

制
度
と
合
わ
せ
て
３
種
類
と
な
っ
た
。

今
回
は
３
種
類
の
贈
与
税
非
課
税
制

度
を
比
較
し
な
が
ら
解
説
す
る
。

３
種
類
の

贈
与
税
非
課
税
制
度
の
概
要

　

図
表
１
に
直
系
尊
属
か
ら
直
系
卑

属
へ
の
贈
与
に
使
え
る
３
種
類
の
贈

与
税
非
課
税
制
度
の
概
要
を
示
し
た
。

　

３
種
類
の
贈
与
税
非
課
税
制
度
に

は
、
住
宅
取
得
等
資
金
、
教
育
資
金
、

結
婚
・
子
育
て
資
金
と
そ
れ
ぞ
れ
目

的
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
教
育
資
金
」
は
本
人
の
出
生
か
ら

30
歳
ま
で
の
教
育
資
金
を
意
味
す
る

一
方
、「
結
婚
・
子
育
て
資
金
」
は

子
の
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
育
て

資
金
を
意
味
す
る
。

　

３
種
類
の
贈
与
税
非
課
税
制
度
は

れ
ば
、
直
系
尊
属
か
ら
直
系
卑
属
に

教
育
資
金
や
結
婚
・
子
育
て
資
金
を

前
も
っ
て
贈
与
し
て
も
贈
与
税
を
非

課
税
と
で
き
る
（
図
表
２
）。

　

な
お
、
住
宅
取
得
等
資
金
に
つ
い

て
は
、
必
要
な
と
き
に
贈
与
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
贈
与

税
の
課
税
対
象
と
な
る
。
そ
の
点
、

住
宅
取
得
等
資
金
の
非
課
税
制
度
を

利
用
す
れ
ば
、
直
系
尊
属
か
ら
直
系

卑
属
に
贈
与
し
翌
年
３
月
15
日
ま
で

に
そ
の
住
宅
取
得
等
資
金
に
充
て
た

場
合
に
贈
与
税
を
非
課
税
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
住
宅
取
得
等
資
金
に

つ
い
て
は
非
課
税
制
度
を
利
用
し
て

も
「
前
も
っ
て
」
の
贈
与
は
で
き
な

い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

住
宅
取
得
等
資
金
の

非
課
税
制
度

　

平
成
31
年
６
月
30
日
ま
で
に
、
直

系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈

与
を
受
け
、
一
定
の
条
件
の
下
、
住

宅
の
新
築
、
中
古
住
宅
の
取
得
、
増

改
築
等
（
以
下
、
住
宅
取
得
等
）
を

行
っ
た
場
合
、
一
定
額
ま
で
贈
与
税

そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
、
併
用
が
可
能
で
あ
る
。

「
必
要
な
と
き
の
贈
与
」と

「
前
も
っ
て
の
贈
与
」

　

そ
も
そ
も
、
民
法
で
は
配
偶
者
、

直
系
血
族
、
兄
弟
姉
妹
な
ど
に
相
互

扶
養
義
務
を
課
し
て
い
る
。
扶
養
義

務
者
相
互
間
に
お
い
て
生
活
費
ま
た

は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
に
贈
与
を

受
け
た
財
産
の
う
ち
「
通
常
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、

贈
与
税
の
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
。

ま
た
、
親
な
ど
か
ら
子
に
結
婚
に
際

し
て
家
具
な
ど
の
新
生
活
に
必
要
な

費
用
を
贈
与
す
る
場
合
も
、
通
常
は

贈
与
税
の
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
将
来
の
生
活
費
や
教
育

費
な
ど
に
充
て
る
た
め
の
資
金
で
あ

っ
て
も
、
必
要
な
と
き
に
贈
与
す
る

の
で
は
な
く
、
前
も
っ
て
贈
与
し
そ

の
資
金
が
預
貯
金
と
な
っ
て
い
る
場

合
や
、
株
式
や
家
屋
の
購
入
費
用
に

充
て
ら
れ
た
場
合
な
ど
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
非
課
税
制
度
を
利
用
す

す
る
住
宅
が
一
般
住
宅
で
あ
る
か
、

耐
震
・
エ
コ
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
住
宅

で
あ
る
か
に
よ
り
異
な
る
（
次
ペ
ー

ジ
・
図
表
３
）。

　

平
成
26
年
以
前
は
贈
与
が
行
わ
れ

た
年
に
よ
っ
て
非
課
税
と
な
る
贈
与

の
上
限
金
額
を
判
定
し
て
い
た
が
、

平
成
27
年
１
月
１
日
以
後
は
住
宅
取

得
等
の
契
約
の
時
期
に
よ
っ
て
贈
与

の
上
限
金
額
が
判
定
さ
れ
る
点
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

上
限
金
額
は
、
平
成
28
年
10
月
か

ら
平
成
29
年
９
月
の
間
に
耐
震
・
エ

コ
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
住
宅
の
住
宅
取

得
等
の
契
約
を
締
結
し
、
消
費
税
率

10
％
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
、
最
大

の
３
０
０
０
万
円
と
な
る
。
３
０
０

０
万
円
と
い
う
金
額
は
、
消
費
税
率

の
10
％
へ
の
引
上
げ
時
の
住
宅
需
要

の
落
ち
込
み
を
緩
和
す
べ
く
設
け
ら

れ
た
１
年
間
限
り
の
あ
る
種
の
「
大

盤
振
る
舞
い
」
で
あ
る
。

　

平
成
29
年
10
月
か
ら
は
非
課
税
で

贈
与
で
き
る
金
額
は
最
大
１
５
０
０

万
円
ま
で
と
一
気
に
半
減
す
る
た
め
、

相
続
税
・
贈
与
税
を
意
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
家
庭
に
お
い
て
子
や
孫

が
住
宅
取
得
を
考
え
て
い
る
よ
う
な

ケ
ー
ス
で
は
、
こ
の
「
最
大
３
０
０

を
非
課
税
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
税
が
非

課
税
と
な
る
贈
与
の
上
限
金
額
は
、

当
該
住
宅
取
得
等
の
契
約
の
時
期
、

当
該
住
宅
の
取
得
に
つ
き
消
費
税
率

10
％
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
、
取
得

今
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是
枝
俊
悟
●
こ
れ
え
だ
・
し
ゅ
ん
ご

大
和
総
研
研
究
員　

C
F
P
®
認
定
者
・
社
会
保
険
労
務
士

金
融
・
証
券
税
制
、
個
人
に
関
連
す
る
税
・
社
会
保
険
な
ど
を
中
心
に
調
査
分
析
、
提
言
活
動
等
を

行
う
。
近
著
に
、『
徹
底
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン　

あ
な
た
の
家
計
は
こ
う
変
わ
る
！
』（
日
本
法
令
）。

に
よ
り
教
育
資
金
管
理
契
約
が
終
了

し
た
際
、
口
座
に
拠
出
さ
れ
た
資
金

か
ら
金
融
機
関
が
教
育
資
金
に
充
て

た
と
し
て
記
録
し
た
金
額
を
差
し
引

い
た
残
額
が
あ
る
場
合
、
そ
の
額
は

贈
与
税
の
課
税
対
象
と
な
る
。

結
婚
・
子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
非
課
税
制
度

　

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
、
直

系
尊
属
か
ら
20
歳
以
上
50
歳
未
満
の

直
系
卑
属
に
結
婚
・
子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
を
行
っ
た
場
合
、
１
０
０

０
万
円
ま
で
贈
与
時
に
贈
与
税
を
非

課
税
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
課

税
を
適
用
す
る
た
め
の
贈
与
の
方
法

は
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
非
課
税
制

度
と
同
様
、
金
融
機
関
と
結
婚
・
子

育
て
資
金
管
理
契
約
を
締
結
し
、
資

金
は
特
別
の
口
座
で
管
理
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。

　

受
贈
者
が
口
座
で
管
理
さ
れ
る
資

金
を
結
婚
・
子
育
て
資
金
に
充
て
た

と
き
は
、
金
融
機
関
に
領
収
書
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
、
金
融
機
関
は

そ
の
金
額
を
記
録
す
る
。
結
婚
・
子

を
有
効
活
用
で
き
な
い
か
検
討
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
際
、
３
種
類
の
贈
与
税
非
課

税
制
度
に
は
、
住
宅
取
得
、
教
育
、

結
婚
・
子
育
て
と
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト

に
紐
づ
け
た
特
定
の
目
的
に
合
わ
せ

た
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
実

際
に
は
「
お
金
に
色
は
な
い
」
こ
と

も
意
識
し
て
お
き
た
い
。

　

３
種
類
の
贈
与
税
非
課
税
制
度
を

使
っ
て
贈
与
を
行
っ
た
場
合
、
贈
与

さ
れ
た
資
金
そ
の
も
の
は
使
途
の
制

約
を
受
け
る
。
し
か
し
、
住
宅
取
得
、

教
育
、
結
婚
・
子
育
て
な
ど
の
費
用

は
、
贈
与
を
受
け
な
か
っ
た
と
し
て

も
あ
る
程
度
は
必
要
に
な
る
。

　

例
え
ば
、
も
と
も
と
結
婚
式
に
３

０
０
万
円
の
自
己
負
担
を
想
定
し
て

い
た
人
が
、
結
婚
・
子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
非
課
税
制
度
に
よ
り
３
０

０
万
円
の
贈
与
を
受
け
た
と
す
る
。

す
る
と
、
こ
の
人
は
贈
与
を
受
け
た

育
て
資
金
と
し
て
認
め
ら
れ
る
費
用

の
範
囲
は
、
図
表
４
に
示
さ
れ
る
。

　

受
贈
者
が
50
歳
に
到
達
す
る
な
ど

に
よ
り
結
婚
・
子
育
て
資
金
管
理
契

約
が
終
了
し
た
際
、
口
座
に
拠
出
さ

れ
た
資
金
か
ら
金
融
機
関
が
教
育
資

金
な
ど
に
充
て
た
と
し
て
記
録
し
た

金
額
を
差
し
引
い
た
残
額
が
あ
る
場

合
、
そ
の
額
は
贈
与
税
の
課
税
対
象

と
な
る
。

　

結
婚
・
子
育
て
資
金
管
理
契
約
が

終
了
す
る
前
に
、
贈
与
者
が
死
亡
し

た
と
き
は
、
口
座
に
拠
出
さ
れ
た
資

金
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資
金
支
出
額

を
控
除
し
た
残
額
に
つ
い
て
、
贈
与

者
か
ら
相
続
等
に
よ
っ
て
取
得
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
、
相
続
税
の
課
税

対
象
と
な
り
、
そ
の
後
は
資
金
使
途

の
制
限
は
な
く
な
る
。

「
お
金
に
色
は
な
い
」を

意
識
し
制
度
活
用
を

　

子
ど
も
や
孫
に
生
前
贈
与
を
す
る

こ
と
、
お
よ
び
親
や
祖
父
母
か
ら
贈

与
を
受
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
場

合
、
３
種
類
の
贈
与
税
非
課
税
制
度

３
０
０
万
円
は
結
婚
式
の
費
用
に
充

て
る
こ
と
と
な
る
が
、
結
婚
式
の
費

用
に
充
て
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た

３
０
０
万
円
の
自
己
資
金
は
自
由
に

使
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

３
種
類
の
贈
与
税
非
課
税
制
度
は
、

住
宅
取
得
、
教
育
、
結
婚
・
子
育
て

な
ど
の
制
度
が
利
用
で
き
る
ラ
イ
フ

イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
際
に
、
ラ
イ
フ
イ

ベ
ン
ト
に
充
て
る
べ
き
資
金
を
贈
与

す
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
は
「
自
由

に
使
え
る
資
金
」
を
贈
与
で
き
る
と

い
う
考
え
方
も
で
き
る
。

　

今
年
か
ら
の
課
税
強
化
に
よ
り
、

相
続
税
の
課
税
対
象
は
大
幅
に
拡
大

さ
れ
た
。
将
来
的
に
相
続
税
が
課
税

さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
家
族
に

お
い
て
は
、
３
種
類
の
贈
与
税
非
課

税
制
度
を
有
効
活
用
し
つ
つ
、
贈
与

税
・
相
続
税
ト
ー
タ
ル
の
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
検
討

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

０
万
円
」
の
贈
与
税
非
課
税
の
適
用

を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

教
育
資
金
の

一
括
贈
与
非
課
税
制
度

　

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
、
直

系
尊
属
か
ら
30
歳
未
満
の
直
系
卑
属

に
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
を
行
っ
た

場
合
、
１
５
０
０
万
円
ま
で
贈
与
税

を
非
課
税
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

非
課
税
を
適
用
す
る
た
め
の
贈
与

の
方
法
と
し
て
は
、
信
託
会
社
へ
の

信
託
、
銀
行
等
へ
の
預
貯
金
の
預
入
、

証
券
会
社
等
で
の
有
価
証
券
の
購
入

の
３
種
類
の
方
法
が
あ
り
、
い
ず
れ

も
金
融
機
関
と
教
育
資
金
管
理
契
約

を
締
結
し
、
資
金
は
特
別
の
口
座
で

管
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

受
贈
者
が
口
座
で
管
理
さ
れ
る
資

金
を
教
育
資
金
に
充
て
た
と
き
は
、

金
融
機
関
に
領
収
書
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
、
金
融
機
関
は
そ
の
金
額

を
記
録
す
る
。
教
育
資
金
と
し
て
認

め
ら
れ
る
費
用
の
範
囲
は
、
図
表
４

に
示
さ
れ
る
。

　

受
贈
者
が
30
歳
に
到
達
す
る
な
ど

住宅取得等の契約の時期
平成27年１月

～

平成27年12月

平成28年１月

～

平成28年９月

平成28年10月

～

平成29年９月

平成29年10月

～

平成30年９月

平成30年10月

～

平成31年６月

消費税率10％
適用以外の場合

一般住宅 1,000万円 700万円 500万円 300万円
耐震・エコ・
バリアフリー住宅 1,500万円 1,200万円 1,000万円 800万円

消費税率10％
適用の場合

一般住宅 2,500万円 1,000万円 700万円
耐震・エコ・
バリアフリー住宅 3,000万円 1,500万円 1,200万円

（注）受贈者が東日本大震災の被災者である場合、上記より上限金額が拡大される場合がある。
（出所）法令をもとに大和総研作成

教育資金 結婚・子育て資金

金額の上限なく金融機関が費用として記録するもの 金額の上限なく金融機関が費用として記録するもの

①学校等に直接支払われる入学金、授業料、入園料（注）、保育
料（注）、施設整備費、入学試験料、在学証明料など
②学用品の購入費、修学旅行費または学校給食費その他学校に
おける教育に伴って必要な費用に充てるための金銭（学校に
直接支払った場合に限る）

①妊娠に関する費用
　・不妊治療に係る費用、妊婦健診に係る費用など
　　 （受贈者自身だけでなく受贈者の配偶者に係る費用も含まれ

る）
②出産に関する費用
　・病院等に支払った分娩費、入院費など
　・産後ケアに係る費用
　　 （受贈者自身だけでなく受贈者の配偶者に係る費用も含まれ

る）
③子育て（小学校就学前）に関する費用
　・ 病院等に支払った子（小学校就学前）の医療費、予防接種

代など
　・ 保育所・幼稚園等の保育料、ベビーシッターの費用など
（注）

累計500万円までに限り金融機関が費用として記録するもの 累計300万円までに限り金融機関が費用として記録するもの

③学校等以外の者に支払われる金銭のうち以下の活動内容の費
用（社会通念上相当と認められるものに限る）
　［活動内容］
　学習、スポーツ、文化芸術活動、教養の向上のための活動
　［費用］
月謝、謝礼、入会金、施設利用料、上記活動で使用する物品
の費用のうち、上記の指導を行う者を通じて購入するもの
（指導を行う者の名で領収書が出るものに限る）
④学用品の購入費、修学旅行費または学校給食費その他学校に
おける教育に伴って必要な費用に充てるための金銭（業者等
を通じて支払ったもので、学生等の全部または大部分が支払
うべきものと当該学校等が認めたものに限る）

④結婚に関する費用
　・挙式代、結婚披露宴の会場費など
　・新居の家賃（最大３年分）、礼金、敷金、引越費用など
　　 （結納式、新婚旅行、婚約指輪、結婚指輪などの費用は含ま

れない）

（注）同一の費用に係る領収書等を「教育資金の一括贈与非課税制度」と「結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度」とで重複して
金融機関に提出することはできない。

（出所）法令をもとに大和総研作成

図表３　住宅取得等資金の贈与税非課税となる贈与の上限金額図表４　教育資金、結婚・子育て資金として認められる費用
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